
Title 勢州松坂に於ける銀札の沿革（上）
Sub Title
Author 三井, 高陽

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1924

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.18, No.3 (1924. 3) ,p.445(141)- 454(150) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 雑録
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19240314-

0141

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


支
那H

槳
の
现
狀
に
就
て

C
W 四
©) 

I
I :
雜

一
七
ニ
〇
ニ 

五
三
ニ
六
三 

ニ
ニ
九
九
ニ 

1

四
ニ
三
三
：
 

三
3£
三
七 

•—
*
3t
s 
八
. 

:

三
五
五 

四
S
I四一 

M
C

 I

四
八
,

;

ia

5:
h

ニ
六
九
八
.

1
3£
〇
七…

 

六
七
四 

T
1
I

九
四 

ニ
七
九 

三
九n

r

 
ニ
九
ニ

錄

三
四
三
邮 

ニ
五
九
G 
ニ 

九
0
八
三 

三
六
四
ニ 

六
四
五

: 

九
羞

N
四
at」

.

八I

九
八 

'四
ニ
ー 

5
五「 

■

六
四

1」

四
！

ハ
七

、
，.ニI

ニ
四
四
、ニ
3£
九

ご
〇
六
三
六 

七
九
！
六
五

ョ
ニ
〇
七
五 

I

七
八
七
M 

四I

八
ニ 

:
'
ニ
四
九
三 

四 

0
0 

-

五
1
H
H九 

3£
<
四〇

nl

九
！
七

三
八
三
九 

-
I

八
'七
四 

六
七
四 

.■
-】

H

一 

S
 

ニ
七
九
：
 

六
三
七
、五
五
！

勢

州

松

坂

に

於

け

る

銀

札
 

)

の

沿

苹

(

上)

一

商

陽

第

S

;概

論

. 

第

I

節

緖

言

せ
ら
れ
ざ
り
し
も
の
あ
る
が
故
な
ら
む
か
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今
こ
、
に
記
述
せ
んV」

す
る
は
紀
州
徳
川
侯
の
勢
力 

內
に
あ
ぅ
て
商
業
上
重
喪
な
る
地
位
に
あ
り
し
伊
勢
松 

坂
の
銀
礼
0
發
行
事
情
ビ
其
經
過
を
.略
述
せ
ん
S
す
る 

に
在
な
、
佘
の
家
祖
紀
藩
の
御
用
商
人
れ
り
し
關
係
上 

多
少
當
時
の
狀
況
を
知
る
に
便
な
る
古
文
寶
の
殘
れ
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を
綜
合
し
略
興
事
情
を
知
ひ
得
た
ら
、
幸

に

し

て

德

德
_;1
1
時
代
に
於
け
る
财
政
史
上
:€
耍
な
る
地
位
を
有|

川
時
代
に
於
け
る
財
政
史
上
の一

部
門
た
る
藩
札
の
硏

す
る
薇
札
に
關
す
る
研
究
は
從
來
弄
錢
家
乃
至
好
事
家 

の
手
に
ょ
り
て
可
成
精
細
な
る
：硏
究
の
成
れ
る
も
の
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し
ビ
せ
中
、
或
は
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.圖
鋒
？
し
て
，或
は
値
附
皮
し
て
坊
間
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に
て
乙
れ
が
硏
究
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果
公
に
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ら
れ
た
る
も
の
あ
れ
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r
其
藩
札
の
發
行
0
财
政
ポ
に
於
け
る
影
«
乂
は
と
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が
流
姐
じ
關
す
る
硏
究
の
大
成
せ
ら
れ
た
る
：も
の
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し
、
蓋
し
藩
札
は
其
級
行
極
め
て
不
規
則(

金
*
貨
幣
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に
比
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に
し
て
其
樣
式
種
類
の
頗
る
多
き
に
亘
れ
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に
弄
錢
家
以
外
に
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經
濟
史
研
究
上
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要
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財
の
み
に
あ
ら
ず
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主
ヒ
し
て
近
代
的
商
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工
業
に
其
資
力
を
應
用
し
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た
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も
の
多
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は
言
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俟
^
ず
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往
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に
於
て
は
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け
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法
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秫
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る
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つ
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た
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莫
大
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三
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鈒
札
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行
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物
產
取
引
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に
し
て
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い
づ
れ
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關
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せ
る
も
の
な
る
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く
他
を
措
き
て
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の
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革
主 

マ」

し
て
則
政
上
の
觀
察
を
な
さ
む
。

第

1

5
 
S

第

一

節
俅
勢
沱
於
け
る
紙
幣 

伊
勢
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田
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め
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し
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け
る
商
業
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業
は
日
本
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上
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せ
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き
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乙
ろ
な
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流
通
す
る
貨
幣
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中
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頗
る
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達
せ
る
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あ
り
き
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名
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書
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す
る
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の
の
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如
き
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に
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長
時
代
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廣
ぐ
流
通
し
又
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生
め
永
井
ク
射
和
の
富
山
等
の
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豪
の
遠
く
元
和
の
頃
.ょ
ら
私
机
を
®
行
せ
る
ぁ
k

其
沿 

茁
の
古
き
を
知
る
べ
し
。

伊
勢
の
.隣
國
紀
併
の
和
歌
II
I
薇
に
て
は
元
祿
年
問
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寬
延
四
年
に
百一

り
て
所I

I

若
山
札
な
る
も
の
を
發
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し
享
保
十
六
年
正
金
鈒
0
:停
止
ビ
典
に
觅
に
'餞
札
の
發 

行
を
觅
た
る
が
紀
州
侯
の
：勢
力
內
'に
於
け
る
飛
地
た
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仉
勢
の
松
坂
に
て
は
右
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山
札
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別
に
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札
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行
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り
し
な
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類
ど
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行
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坂
銀
乳
は
實
に
：文
政
平
間
^:
始
り
明
治
に
至
る
僅 

i
¥1
年
に
す
ぎ
ざ
る
を
以
T
人
の
意
に
介
せ
ざ
る
も
の 

多
く
多
C
は
^
山
札
ビ
混
同
し
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a
類
の
如
き
も
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一
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ニ
を
超
え
ざ
る
も
の
の
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く
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ら
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る
は
遺
减

な
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、
松
坂
飯
札
の
«
類
は
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匁
鈒
札
、
五
分
飯
札
、
三
分
龈
札
、
二
分
銀
札

の
四
種
に
止
る
も
其
形
式
、
發
行
元
等
の
藉
興
を
精 

細
に
調
赍
す
れ
ば
表
記
形
式
の
造
異
十
六
種
、
糢
樣
細 

式
の
差
異
は
二
十
七
種
の
多
き
に
上
れ
タ
。

松
坂
鈒
札
は
三
井
組
ビ
爲
替
組
兩
侧
ょ
h
出
し
た
る 

を
以
て
各
組
發
行
各
彡
圖
機
を
異
に
しC

-

形
,*
印
剑
等 

を
^
別
せ
り
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一
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四
頁
所
載
一
覽
表
參
照)

歴
史
の
示
す
S
こ
ろ
に
依
れ
ば
松
坂
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札
の
初
め
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出
で
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今
ょ
り
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三
年
前
文
政
五
午
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な
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を
せ
り
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事
に
ょ
れ
ば
：，

「

文
政
六
緙
四
月
紀
伊
候
領
地
に
鈒
楮
幣
を
製
造
し 

本
年
ょ
b
便
用
す
る
を
令
示
す

」

ビあ-

孰が是な 

り
や
"
今
南
紀
徳
川
史
或
は
理
財
會
耍
に
收
む
る 

ろ
の
年
代
の
出
所
の
可
否
は
し
ば
ら
く
措
き
其
當
謝
者 

€
し
て
鈒
札
取
扱
の
任
に
あ
た
れ
る
1|:井
家
の
文
書
に 

し
て
三
井
家
國
紀
藩
交
渉
の
粒
合
的
記
錄
マJ

し
て
今
日
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存
せ
る「

紀
.州
御
用
'留」

‘を
榆
す
る
に
不
幸
に
し 

て
文
化
十
四
#.
以
降
文
政
七
.年
迄
の
記
事
を
白
紙
空
攔 

:
ど
し
て
，欠
き
、
當
時
の
;*

情
を
詳
に
す
る
を
#
ざ
る
も 

(

蓋
し
特
に
他
.日
.淨
書
記
入
の
.目
的
を
以
て
別
册
に
下 

書
せ
し
も
の
あ
b

し
な
ら
ん)
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」

井
象
に
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坂
店
改
革 
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番
顧
、匕
題
す
る
雜
栽
あ
b

こ
の
中
に「

文
政
五
年
八
月 

許
可
を
得」

ど
あ
る
を
以
て
紀
州
■
•
か
文
政
五
年
幕
府 

■

ょ
h

、許
可
を
得
た
る
を
以
て
知
る
.ベ
く
興
實
施
時
期
に 

.つ
い
て
は「

文
政
六
#

.
四
月」
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.マJ
«

定
し
て
可
な
ら
ん
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即
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六
年
五
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し
た
る
事
實
あ
れ
ば
な
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さ

れ
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の
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可
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令 
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請
#
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^
ひ
い
づ
私
も
萬
事
決
定
後
の 

形
式
的
行
爲
に
し
て
實
際
に
於
て
は
三
井
の
：宇

：代
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攀
^

^

&

ビ
.
の

間

に

內

：
談

：
の

.

.

.交
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*

.り

.
て
'後

.
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^

な
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當
時
の
願
書
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見
る
に
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發
衍
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初
め
松
坂
の
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並

人
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以
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呼
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る
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.よ
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當
時
幕
府
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願
ひ
出
^
る
S
こ
ろ
を
見 

れ

ば

伊

勢

國
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が

け

る
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の

■

>!
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]
年

限

は

夂

政

五

苹
 

よ
り
向
ふ
十
ヶ
年
即
ち
天
保
一
一
年
迄
^
せ
ら
れ
た
る
も
. 

元
來
其
發
行
の
由
旨
た
る
や
物
產
の
獎
_
通
货
流
狐
の 

目
的
に
诳
ら
ず
"
む
ル
ス
财
政
上
の
便
宜
、
即
ち
領
內 

て
富
家
の
群
居
せ
，る
.松
奴
ね
於
て
其
富
.家
の
信 

用
を
利
用
し
て1

時
に
貨
幣
を
增
加
せ
ん
た
め
に
'「

预 

り
札」

の
名
稱
形
式
の
も
？
に
一
種
の
•不
換
紙
幣
を
發 

行
す
る
に
在
り
れ
る
を
以
て
斯
の
如
き
^
牟
な
ざ
稱
す 

る

年

限

は

當

.初

よ

办
無
意
味
む
し
ろ
飾
言
に
す
ぎ
ざ
^S 

し
な
6
。

果
せ
る
哉
天
保
：

1

1年
班
に
；向
ふ
、十
ヶ
年
の
延
長
を
謂 

ひ
許
可
を
得
た
る
も
幾
度
繰
返
す
S
も
其
根
本
，目
的
に 

相
違
な
&
以
上
は
•.年
限
の
制
限
指
定
は
無
意
味
な
る
辦 

勿
論
な
6
天
保
十
1
1
_觅
に
，第
1
1
1
囘

0
繼
續
を
願
出
尋 

で
扇
永
四
年
に
第
四
囘
の
延
長
を
允
®

ら
れ
て
文
八

一
札
：
の
沿
.革
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部
貝

>
三
井
組
三
人
連 

名

ニ
、r

龈
扎
會
所」

の 

傍「

松
坂
三
# 

組
」！！

の
添
印

1

、
爲
昝
.K
人
沌
名

ニ
、「

銀

札

#

所

」

の 

傍「

松
坂

爲

释 

紐」

添
印

右
ニ
同
シ

右

i

兩金
一
兩 

銀
六
十
 ̂

膂同同同同

同

同

同

.

第

十

八

怨
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四g
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雜
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勢

州

松

坂
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於
け
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銀
札
の
沿
苹 

第

三
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四W
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覽
表



第

十

八

怨

(

尝

〇)

雜

，
錄
龄
拊
松
坂
じ
於
け
る
銀
札
め
沿
苹

.第III

蘇

1

四
六

元
年
に
及
び
®
に
同
年
よ
b

慶

應

ニ

哔

に

亘

れ

^

^

斯
 

く
て
增
發
に
增
發
を
以
て
せ
し
か
ば
其
枚
數
を
簞
ね
る 

M

g
莫
大
な
る
高
に
上
ら
現
に
慶
應
の
末
年
に
至
る
迄 

印
判
の
磨
滅
に
よ
る
新
規
彫
刻
の
詎
錄
败
多
現
存
せ
ち 

第

a
節

額

内

流

通

時

代 

今
文
政
の
創
始
よ
り
明
治
の
銷
却
ま
で
百
餘
年
間
の
U 

銀
札
の
變
遷
を
論
ず
る
に
際
し
假
に
便
利
の
れ
め
時
代 

を
分
つ
て「

領
内
流
通
時
代」

「

五
ケ
國
融
通
政
策
時
代」 

及
び
：「

引
替
始
末
時
代
J
.0'
三
章
に
分
ち
て
述
べ
ん
ミ 

す
、
領
內
流
通
時
代
ビ
は
即
t>
文
政
の
創
始
よ
，b
慶
應 

〕

一
年
の
五
ケ
國
融
通
に
；_

る

四
十
ケ
年
間
の
事
實
な
_

文

,®
:

六

年

五

月

最

初

の

鈒

札

微

行

を

な

す

に

先

ち

て
 

紀
州
藩
の
當
局
官
班
ど
町
，人
侧
^

0
間
に
糜
-
會
合
ぁ
：
 

り
、
.文
政
六
年
四
乃
愈
-
實
施
を
待
つ
に
至
る
^

で
豫 

め
其
發
行
方
法
條
件
等
を
協
議
し
、
四

月！

日
大
坂
へ 

紀
薇
の
役
人
金
澤
彌
右

衛

a
頭
稻
葉
一
ニ
藏
兩
名
を

迎
へ
町
人
を
代
表
し
て
三
井
の
名
代
#
員
^

、
淺
弁
則 

右
衛
門
兩
名
出
席
の
上
.約
定
を
締
結
せ
り
、
其
約
定
の 

主
旨
は

1

、
大
黑
到
及
爲
替
判
、

S

W
日
々
^

il
'
H奉
行
ょ
b 

.

與
カ
に
.渡
し
御
@
#
双
趴
へ
持
參
五
人
之
內
へ 

兩
判
を
渡
す

.

ニ
、
與
カ
ー
人
宛
代
ル
代
ル
出
張
"
其
日
之
銀
札
負 

數
を
改
め
請
取
の
上
は「

預
6
申
銀
札
之
#」

 

ど
稱
す
る
證
札
を
作
成
し
、
爲
替
龃
の
印
を
擦 

し
て
與
力
に
渡
す

三
、
猥
り
に
人
を
銀
札
扱
所
に
入
ら
し
め
ざ
る
事 

.

四
、
鈒
札
^

「

墨

附」

あ

、
り

た

る

ど

き

、

不

通

用

^

.

認
め
得
べ
き
も
の
は
職
切
し
切
り
高
は
記
帳
す 

べ
し

五
、
水
火
の
爲
汚
損
じ
な
れ
る
鈒
札
は
引
替
祀
應
せ 

ざ
る
乙
^j

六
、
銀
札
.は
各
値
地
®

納

金

：又

は

'
江

月

若

山

御

用

米

式i
ふ

I
、:!
rv.

:
I
デ

運
賃
に
用
ふ
る
こV

J

を
得
せ
.し
む 

:
七

逆

'
1彩
し
き
札
を
持
ち
來
ヶ
し
者
あ
る
^
き
は 

:

:

:其
者
を
拘
留
し
置
き
：
町
奉
行
所
へ
注
進
す
る 

Z 
€

(

以
下
略
す)

，

;:
即
ち
當
初
は
^
に
舰
札
の
權
威
を
保
つ
こVJ  

S
し
て 

公
用
の
銀
札
た
る
名
に
背
か
ざ
ら
し
め
ん
己
^
を
期
せ 

る
を
知
る
べ
し

(

驻
> 
大
热
列
は
大
思
天
の
傾
あ
る
叩
判
I:
て
ー
づ
井
組
の
^
，
爲 

:
替
判
は
爲
稃
寬
の
判
如
り
.■
'::::
;

.

:

,

,

こ
れ
が
任
に
選
ば
れ
た
る
町
人
は
三
井
組
、
爲
替
靼 

兩
組
に
て
三
井
組
は
三
井
廣
の
惣
代
た
る
三
井
八
郞
右 

衛
r a
、
京
都
在
住
な 
>

し
を
以
^ :

松
.
坂
在
住
の
|ニ
并
宗 

十
郞
、
三
井
則
右
衛
門
主
^
し
て
こ
れ
に
あ
た
り
三
井 

組
は >

」

の

一

一

一

名

前

を

以

て

し

御

爲

替

龃

は

1

谷

川

源

け
 

衛I
T

小
_

左

衛

門

、
：

.
殿

.村

畫

我

長

井

嘉

右

衛
 

P

坂

田

五

良̂
衞

.の

五

人

を

一

組

V」

し

、

五

月

十

日

三

第

十

ス

卷(

四
5£
一
 >

:
.雜

：

錄

勢

州

松坂
：.！

於
け
る

井
溆
代
表
三
井
八
郞
左
衛
門
ょ
彡
請
書
を
出
し
次
に
御 

爲
替
も
同
様
手
續
に
て
こ
、
に
銀
札
取
扱
の
實
行
S
な

れ
b
o 

‘

其
の
銀
札
の
製
造
は
一
切
町
人
の
孤
に
於
て
取
扱
へ 
I
:

る
も
の
に
し
て
"
白
子
の
紙
師
野
呂
一
‘之
進
を
し
て
特 

I

に
漉
け
る
紙
を
納
付
甘
し
め
之
れ
を
町
人
の
方
.に
预
り 

I

1
方
印
面
は
其
の
11
*
樣

を

龜

陶

規

禮(

圓
山
派
の
#
 

家)

を
し
て
原
稿
を
描
か
じ
め
、
京
都
の
泉
名
な
る
刺
師 

\

水

口

，
屋

與

典

衛

肊

.靡

刻

せ

し

め

印

刷

し

附

せ

る

も

の

な

\

令
。(

水
a
屋
は
京
寺
町
の
刺
師
に
し
て
三
井
家
の
用
務
.

一
に
多
年
參
與
せ
る
人
な
り)

.
而
し
て
其
の
印
面
の
模
樣
，

:

は
先
つ
玉
種
ニ
十
四
印
ど
し
、
こ
れ
を
水
ロ
屋
に
i.
^
 

せ
し
も
、
そ
の
命
令
は
水
口
屋
將
來
の
迷
惑
を
it
り
、 

.こ
れ
を
豫
め
避
C
る
爲
め
、
三
井
八
郞
.
右

.
衞

門

、

三

井
 

&

十

郞

、

三

弁

則

右

.
衞

門

の

三

.
名

：連

著

の

，
上

、

■

人

越

後

屋

治

兵

衞

.の

侮

證

：
の

|
札

を

以

つ

て

、

水

a

屋

の

承
 

•
^
を

得/2
.
る

も

^
,
^
^
2
\
0

繊
札
:0
沿
苹 

璧

號

一

四

七



第

ナ

八

猞

C

四
五1

0

雜
錄
勢
州
松
坂
じ
於
对
る

.銀
札
の
‘沿苹

 

第

三

猇

--
四
八

.

因

，
に
：
，
印

刻

は

唐

の

水

半

を

以

.

0

て
作
り
"
磨
滅
の
速 

」
：

體

こ

;0
龈
礼
は
H
丼
組
ビ
爲
替
龃
ど
兩
組
聯
合
し 

か

な

ら

ざ

ら

ん

て
ミ
を
期
せ
し
も
、
そ

の

費

用

は

一

個
て

一

つ

の
鈒
，礼
會
所
に
會
合
し
，

一
緒
に
併
せ
て
こ
れ 

に
付
鈒
三
十
勿
に
し
て
、
文
政
六
年
‘十1

1

月

に

初

版

は

を

ニ 0

割
に
し
て
兩
組
に：

分
け
て
之
れ
を
分
*
す

る

i
 

總
讲
銀
百
九
十
四
奴
五
分
を
支
拂
た
り
。 

に

定

ま

4
居
れ
：ゲ
;:
0
.即
ち
文
政
七
年
五
月
七
日
在
|* 

.
浙
く
し
て
出
來
せ
る
銀
礼
は
こ
^
を
奉
行
所
に
提
出
'i

坂
三
并
三
三
郞
高
嘆
三
井
進
藏
ヽ
三
井
則
右
衞
W
の 

し
、，-
檢
査
の
上
.其
の
瞪
叩
を
受
け
、

こ
れ
を
..
预

る

形

式

I

三
名
及
び
役
人
.た
る

井
田
市
共

銜

"

京

三

井

八

郞

右

衞

を
履
み
、

一

方
全
發
行
飯
礼
：の
礼
數VJ

其
の
命
高
を
記 

せ
る
瞪
書
令
受
領
識
篦
じ
て
泰
行
所
へ
納
め
、
每
月
溯 

日
^!
替
ふ
る
こ
£
に
定
め
た
&
。 

,

而
し
て
年
の
發
行
高
幾
何
な
卜
し
か
は
ノ
每
年
の
勘 

宛
.書
全

部

取

揃

ひ
居
ら
ざ
る
爲

め

，

遺
慽
な
が
ら
系
統 

的
に
乙
；

e

を
擧
ぐ
る
こ
ビ
能
は
免
V

又
こ
れ
を
ダ
ィ
ヤ 

ダ
ラ
ム
に
取
る
こ
せ
能
は
ざ
れV

」

も

、

文
政
七
年
四
月 

の
現
在
勘
定
を
見
る
に 

> 當
時
三
井
家
に
て
保
管
せ
る 

松
坂

の
銀
礼
は
六
千
ニ
西
六
十
九
兩
に
上
リ
、
四
月
ニ 

十
日
迄
の
引
換
は
千
四
西
丑
十
八
兩
ニ
步
な
り
し
ど
云

門

，

三

井

八

郞

兵

衛

並

！i
ff
i

役

林

與

七

、

乾

市

右

衞

同 

兩

.人

に

送

れ

る

四

月

一

一

十

九

日
限
り
の

報
告
.に
ょ
れ
ぼ 

5

体

紐

、

爲

替

組：

雨
方
.合

し

て

銀

礼

一

萬

千

八

苗

四

十 

三

兩

、

芷

金

三

千

ニ

苗

四

十

四

兩

、

併

せ

て 

一g

五
：千 

.八

十

八

兩

赊

手

許

に

あ
り
し
を
、
一
一
つ
に
分
け
三
井
紐 

爲

替

.組

谷

i
金

千

.六

西

1
1

十
一一

雨
.！

步

"

銀

礼

は

五

千 

九

•白
ニ

十

一

忽

ニ

分

づ

、
の

割

合

^

な

^
>
、こ
れ
を
雨 

紐
に
：分

檐

し

、

各11|

千

兩

づ

、
五

2
3

迄

月

番

に

て

こ

れ 

を
®

り
、
S

日
に
引
#
を

爲

し
、

こ
れ
が
不

足

分

は

三 

汫

鈕

並

に

爲

替

組

ょ

ら

持

ち

出

し

、

多

き

時

は

双

方

へ 

割

戾

し

預

く

る

S

云
：.ふ

方

法

を

執

6

居

れ

^N
。

_

I

松
樹
錄
札
は
斯
ぐ
の
如
く
し
て
創
始
せ
ら
れ
し
が
、 

文
政
七
年
の
頃
ょ
4

々
の
而
倒
出
來
し
、

或
は
松
村 

五
兵
衛
年
賦一

件
、
8

籮

雰

©
釐

々

の

問
種 

a
起
t
來
れ
り
。
然
れ
ざ
も

こ
れ
等
は
直
接
銀
礼
；̂
關 

係
あ
と
に
あ
ら
ず
し
て
、
只
間
接
に
そ
の
影
響
I

 

ほ
せ
る
の
み
？

し
に
ょ
み
、
煩
を
避
く
る
爲
め
一
切 

こ
れ
を
抄
略
せ
ん
。
唯
序
な
れ
ば
二
例
を
擧
げ
ん
に
、
 

文
政
七
年
f

 
S

榮
f

 

f

 I

融
關
係s

1

講 

社

の

如

三

井

侧

に

て

I

に
■

を
感
じ
居
り 

し
韶
社
な
り
し
も 

> 1

枚
六
質
奴
が
け
]?
枚
職
に
て
加 

ノ
を
!；
>1
讯
せ
ら
れ
據
な
ぐ
加
入
せ
し
こ
^
あ
ぅ
し
程 

な
ぅ
。
が
、
る
例
は
爾
來
時
々
各
方
面
に
現
は
れ
來
れ 

6
.

文
政
八
年
六
月
十
八
日
奈
良
の
町
人
炭
屋
喜
七
、

^
替
屋
米
屋
，
«
屋
三
名
、
^
合
せ
の
.

£j>1

松
坂
銀
t
 

を
疋
金
と
(?
|

#
ら
れ
た
&
旨
^

出

た

ぢ

。

兩

替

_

、

.
米
 

馬

张

兵

衞

並

に

.
車

屋

惣

七

は

孰

れ

』

信

用

あ

る

商

店

な
 

"

し

が

ば

、

こ

の

ゆ

出

#

然

許

容

せ

ら

る

べ

き

も

の

：

!■
)

' #
十

八

卷

S

S

S

雜

錄

齡

州

松

坂

庭

け

る

W

想
へ
る
な
り
。
松
坂
の
笨
行
所
R

て
は
一
千
兩
丈
け 

ぎ
容
し
た
り
し
が
、
元
刷
の
集
札
に
不
足
を
生
じ
、
爲 

:
替
細
に
て
ニ
«
、
三
井
鈕
に
四
種
、
訐
六
種
の
新
礼
I
 

i

立
發
行
し
、
他
に
飯
札
を
以
つ
て
释
借
銀
を
願
出
た 

|

:
る
考
の
分
|

へ
、

s

f

 

S

?

合
計
七
千
兩 

\

の
新
增
刷
を
爲
せ
り
。
か
C

T

は
鈒
礼
は
益
i

增
加
す 

る
の
み
に
て
甚
だ
褒
ふ
べ
き
こ
^

な
り
^
の
旨
を
述
べ 

一
松
坂
の
三
井
の
手
代
井
田
ょ
彡
京
都
沾
の
重
役
乾
市
右 

一
#

^

^
に
宛
て
た
る
書
翰
»

)1
今
尙
11
存
せ
り
。
今
手
許 

I

に
現
存
す
る
紀
州
出
張
0
•三
井
宗
十
郞
ょ
り
我
が
祖
先 

|

三
井
八
郞
兵
衞
に
宛
て
た
る
書
狀
に
も
，
銀
札
ー
哗
に 

j

關

す
る
«
,
々
の
事
項
を
記
载
せ
り
。
こ
れ
等
に
ょ
り
て 

一
見

る
も
，
當

時

W

人
側
に
て
は
こ
の
銀
札Q

収
扱
は
非 

常
に
迷
惑
ヒ
感
じ
®

6
し
檨
承
明
な
N

o
 

:

抑

々

こ

の

雨

組

の

銀

ft
は

、

兩

« 1
名

前

札

は

五

萬

兩 

を

最

太

限

度

ぞ

じ

、
'他

國

敏

麻

試

み

^
:云

ふ

名

に

て

、

い

づ

れ

も

銀

札

に

て

紀

■

ょ

ら

拜

俏

S

い

ふ

こ

ど

に

^

n

^

.
 

0

S
 

1

四
九
.
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雜錄英阈殺物市場の史的考察

第
三
號

5

0

り

居

6し
か
會
所
の
名
目
も
記
入
せ
ら
れ
た
き
旨

兩
鈕
ょ
り
願
出
で
た
ト
。
か
く
記
入
せ
ら
る
る
時
は
他

國
に
流
®
せ
る
場
合
に
そ
の
流
通
高
の
，增
加
す
る
時
は

自
然
各
組
の
面
目
に
も
關
す
：る
故
、
；«
礼
會
所
の
名
を

出
し
く
る
、
樣
願
出
で
た
る
な
.

C
V
O

こ
れ
八
年
十
月
に

紀
州
藩
に
宛
て
、
の
上
書
な
ら
o 

V 
J

れ
' に
對
し
奉
行
所

は
異
議
な
く
許
し
、
卑
速
こ
れ
が
實
行
に
ミ
り
か
、
^.

り
。

か
.,
る
上
_

を

呈

出

す

る

迄

他

國

.
の

流

通

高

の

高

額
に
上—

る
：i
を
薆
へ
た
る
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
ど
に
し
て

I
れ
鈒
礼
の
紀
州
髒
ょ
ド
拜
借
せ
&
ヒ
い
ふ
が
故
に
苦

痛
な
り
し
な
ら
。
文
_政
八
年
1:
>
聲
九
年
に
か
け
て
、

乙
の
他
國
流
通
に
關
す
る
問
題
に
：つ
&
、
屢
々
紀
州
、

京
都
並
に
大
坂
の
間
に
手
紙
の
往
復
ぁ
b
た
b

:°
文
政

九
年
松
坂
の
三
井
則
右
銜
門
高
臣
.、
;:
:乾
市
右
衞
門
>
泉

：

常
右
衛
門
に
宛
て
た
る
孕
輸
に
.

-

鈒
礼
追
々
通
用
宜
敷
御
領
分
は
勿
論
他
領
南
都
迄
も 

御
拜
借
願
來
h
.
礼
數
窩
相
佾
候
に
付
藤
堂
家
大
和
國

古
市
礼
並
同
國
a[
山
礼
手
形
高
承
b
合
せ
候
處
古
市 

札
約
三
十
五
萬
餘
郡
山
礼
<
、
九
萬
兩
餘
通
用
致
候 

趣
當
所
の
札
大
和
へ
相
廻
り
そ
れ
ょ
り
南
紀
へ
通
用 

致

-®
趣
相
成
候
右
狍
兩
家
札
高
：ょ
り
も
相
增
可
申
嫩 

然
候
て
は
八
郞
右
衞
門
樣
御
名
前
も
有
之
候
事
离
一 

故
障
等
有
之
候
て
は
店
’々

所
用
筋
に
も
差
支
可
_
勿 

論
甚
大
切
の
*

ど
：存
じ
色
々
心
配
在
罷
堠
處
爲
稃
組 

の
中
に
も
同
様
深
く
案
じ
樣
々
及
內
談
候
^
 々

ミ
あ
る
ミ
晃
て
も
常
時
の
消
息
を
窺
ふ
を
得
ベ
し
。

:

,

(

此
.節
未
完)

英
國
穀
物
市
場
の
史
的
考
察
ニ)

同

木

uir

i«a

マ
ナ
ア
を
一
の
單
位
ミ
し
て
見
る
場
合
に
於
て
は
、

ァ
シ
テ
レ
ー
敎
授
の
云
ふ
が
如
く
ば
、
經
濟
的
觀
察
©
ょ 

な
見
：れ
；ば
"

マ
ナ
ァ
の
根
本
的
特
徵
た
る
も
の
は
其
自 

給
自
足
、其
社
會
的
獨
立
で
：あ
.
っ

^
:-
>
其

村

落

典

同

團

體
 

は
H

常
生
活
に
必
喪
な
名
す
ベ
，
て
の
職
業
，
手
工
を
行 

ふ
A

々
を
包

含
し
た
。:'
通
#

の
英
國
村
落
の
由
民
は
V 

.年
々
歲
々
、
同
一
な
る
«
習
的
耕
作
方
法
^

*

«

し
、
 

彼
等
.ヵ
^
產
し
た
る
皮
の
.も
の
に
ょ
.つ
.て
生
活
し
*
殆 

ど
外

界

ど

も

栩

接

觸

す

る

.

.
己

ど

は

な

か

つ

た
の
で
あ 

，
る

。

實

に

，

都

市

の

存

在

.そ
の
と
，と

.

は
>
 

純

農

.業的
諸
._ 

地
方
が
彼
等s

i

ら
の
消
費
に
要
し
た
る
も
の
ょ
り
も
以 

上
に
生
產
し
^

る
こ
マ」

を
示
す
。
穀
物
及
家
畜
は
規
則 

的
に
マ
ナ
广
の
領
主
及
其
他
官
に
ょ
つ
て
、
大
領
主
及 

諸
脚
體
が
實
物
支
拂
に
よ
ら
す
貨
幣
支
拂
を
望
む
に
时

：

た
る
の
み
な
ら
ず
、
其
協
同
一
致
の
a
念
の
强
烈
な
る 

食
に
一
の
協
同
圓
體
毽
し
て
行
動
し
得
る
程
で
あ

<  

た
。自

給
自
足
ど
協
同
一
双

—

斯
く
の
如
き
は
即
ち 

0
全
體

€
し
て
の
マ
ナ
ァ
共
同
圓
體
の
主
要
特
徴
で

1 

つ
た
の
で
あ
る

。(A
s
h
l
e
y

 :  

T
h
e

 

E
n
g
H
s
h

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

H
i
s
t
o
r
y

 
I
 T

h
e
o
r
y

 v
o
l
.
L

 p.  3
3
,  p.  3

4
,  p.  3

。

V 

 ̂

或
は 

p
r
o
t
h
e
r
o

 

(
L
o
r
d

 

E
r
n
i
e
)

も
亦
、

マ
ナ

r
r 

於
け
る

土
地
#
作
者
は
彼
等
の
生
產
物
を
ば
販
寶
の
む 

め
に
作
る
に
あ
ら
ず

し
て
、
自
己
消
®
の
た

め
に
.作
っ 

た
。
各
マ
ナ
ァ
或
ば
村
落
は
孤
立
し
、
自
給
自
足
を
ー 

て
居
た
。
唯
、
都

會

(
t
o
w
n
)

の
附
近
に
於
て
の
み
患 

場

產

物

に

^

す

る

何

等

か

の

市

埸

が

あ

っ

た

ば

か

り

で
 

あ

る

ど

云

ふ。(L
o
r
d

 

E
m
l
e

 :  E
n
g
K

s *F
a

r
l

g
,

 Past

る
に
つ
れ
て
は
、
益
々
其
量
を
增
し
、
遠
地
の
市
場 

：

さ

へ

も

送

ら

れ

た

。

而

も

村

：民

が

外

界

^

の
他
の
取
引
.

a
n
d

 

P
r
e
s
e
n
t

 

P
,

じ

は
極
め
て
少
な
か
つ
た
の
で
ぁ
る
。「

 

此

及

P

3

f
の
場
合
に
於
て
共
こ
、 

此
I

は
其
自
體
に
於
て
"

具
體r

完
全
な
る
も

の

自

給

自

足

(

I

I

I

) 

f

語
は
絕
對
的
の
. 

第
支
卷
H

S

I

V
:.
雜

錄

,
英
S

物
I

Q

I

I

.
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